
令和５年度  第１回河輪小学校学校運営協議会 

 日時  令和５年５月１１日（木）１４時００分から１６時００分 

会場   河輪小学校 １階会議室 

 

次   第 

司会 学校支援コーディネーター    

 

〇 開  会                                 開催要件（過半数の出席）確認  

  

１ 会長挨拶                                 鈴木会長 

 

２ 校長挨拶                                   太田校長 

                               

３ 新規委員紹介（任命書交付） 

 

４ 委員紹介                                           

 

５ 浜松市学校運営協議会規則確認                  和久田教頭 

 

６ 議長の選出 

 

７ 前回会議録、令和 4 年度協議会自己評価の確認        和久田教頭 

 

８ 熟議                                   

（１） 令和５年度の学校運営の基本方針              太田校長 

令和５年度コミュニティ・スクールについて   

 

（２） 夢育やらまいか事業に対する意見書について     和久田教頭 

 

（３） いじめ防止等のための基本的な方針について        櫻井教務主任 

 

９ 連絡事項                                  

・ 創立１５０周年記念の取組について                 太田校長 

 

・ 第２回学校運営協議会 令和５年１０月３０日（月）１４：００～１６：００ 

 

・ 第３回学校運営協議会 令和６年 ２月２０日（火）１４：００～１６：００ 

 

10  閉 会 

 



令和５年度 河輪小学校学校運営協議会委員 
 お名前 

１ 鈴木
す ず き

 大介
だいすけ

 
２ 渋谷

し ぶ や

 德
とく

行
ゆき

 
３ 太田

お お た

 尚
しょう

吾
ご

 
４ 藤田

ふ じ た

 正治
しょうじ

 
５ 藤田

ふ じ た

 沙奈
さ な

江
え

 
６ 間宮

ま み や

 年
とし

弘
ひろ

 
７ 中村

なかむら

 健二
け ん じ

 
８ 袴田

はかまた

 伯 領
はくりょう

 
９ 長谷川

は せ が わ

 豪
たけし

 
１０ 大橋

おおはし

 信
のぶ

恵
え

 

 

学校運営協議会 年間計画（案） 
回 日時 

会場 
主な内容 熟議のテーマ 等 備考 

１ 令和５年 
５月 11 日（木） 

14:00～16:00 

（１） 学校運営の基本方針について 
（２） 夢育やらまいか事業に対する意見書について 
（３） いじめ防止等のための基本的な方針について 

 

２ 令和５年 
10 月 30 日（月） 

14:00～16:00 

（１） 特色ある学校づくりについて 等  

３ 令和６年 
２月 15 日（木） 

14:00～16:00 

（１） 学校関係者評価について 
（２） 次年度学校運営基本方針について 
（３） 学校運営協議会の自己評価 
 □ 夢育やらまいか CS 加算分の報告 

 



  

浜松市学校運営協議会規則 

 

令和元年８月２９日 

浜松市教育委員会規則第２号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第   

１６２号）第４７条の５の規定に基づき、学校運営協議会（以下「協議会」という。）に

ついて必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 (1) 対象学校 協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校

をいう。 

 (2) 校長 対象学校の校長（園長を含む。）をいう。 

 (3) 児童生徒 対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児をいう。 

 (4) 保護者 児童生徒の保護者をいう。 

 (5) 地域住民 対象学校の所在する地域の住民をいう。 

 (6) 地域住民等 地域住民、対象学校の運営に資する活動を行う者その他の関係者をい

う。 

（目的） 

第３条 協議会は、児童生徒及び地域の現状並びに学校の課題を捉え、特色ある学校づく

りを推進するとともに、市民協働による人づくり及び未来創造への人づくりに資するこ

とを理念として、浜松市教育委員会（以下「教育委員会」という。）及び校長の権限と責

任の下、保護者及び地域住民等の対象学校の運営への参画を促進し、もって当該運営の

改善及び児童生徒の教育活動の充実を図ることを目的とする。 

（設置） 

第４条 教育委員会は、前条の目的が達成できると認められる場合には、当該目的が達成

できると認められる学校ごとに、協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が２以

上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、２以上の

学校について一の協議会を置くことができる。 

２ 教育委員会は、前項の規定により協議会を置く場合には、校長、保護者及び地域住民

等の意見を反映するよう努めるものとする。 

（協議会の役割） 



  

第５条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。 

(1) 対象学校の運営に関すること。 

(2) 対象学校の運営への必要な支援に関すること。 

(3) 児童生徒の健全育成に関すること。 

２ 協議会は、協議の結果について、保護者及び地域住民等の理解を促し、主体的な参画

並びに支援及び協力を得られるようにするため、保護者及び地域住民等に協議の結果に

関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。 

（対象学校の運営に関する基本的な方針の承認） 

第６条 校長は、教育課程の編成及び学校経営に関する全体構想について、毎年度基本的

な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。 

２ 校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従い、対象学校の運営を行わな

ければならない。 

（対象学校の運営等に関する意見の申出） 

第７条 協議会は、対象学校の運営に関する事項（次項に規定する事項を除く。）について、

教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。 

２ 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項（特定の職員に関するも

のを除く。）について、教育委員会に対して意見を述べることができる。 

３ 協議会は、前２項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、

校長の意見を聴取しなければならない。 

（対象学校の運営等に関する評価） 

第８条 協議会は、毎年度１回以上、対象学校の運営状況について、浜松市立幼稚園管理

規則（平成２年浜松市教育委員会規則第６号）第２１条第３項、浜松市立小中学校管理

規則（昭和３２年浜松市教育委員会規則第１号）第３３条第３項又は浜松市立高等学校

管理規則（昭和３２年浜松市教育委員会規則第３号）第４０条第３項に規定する評価を

行わなければならない。 

２ 協議会は、毎年度１回以上、当該協議会の取組について自ら評価を行わなければなら

ない。 

３ 前２項の評価について必要な事項は、別に定める。 

（委員） 

第９条 協議会は、委員１０人以内で組織する。ただし、第４条第１項の規定により２以

上の学校について一の協議会を置く場合は、委員１５人以内で組織することができる。 

２ 校長は、次に掲げる者のうちから委員となることが適当と認められる者を選出し、教

育委員会に推薦する。 

(1) 地域住民 



  

(2) 保護者 

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者 

(4) 前３号に掲げる者のほか、校長が適当と認める者 

３ 委員は、前項の規定により推薦された者のうちから、教育委員会が任命する。 

４ 委員は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項に規定する特別職

の地方公務員とする。 

（委員の任期） 

第１０条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

２ 委員は、再任することができる。この場合において、再任は、１回限りとする。 

（委員の解任） 

第１１条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することが

できる。 

(1) 委員から辞任の申出があったとき。 

(2) 心身の故障のため職務を行うことができないと認めるとき。 

(3) 次条の規定に違反したとき。 

２ 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に

報告しなければならない。 

３ 教育委員会は、委員を解任する場合は、当該委員に対して文書等によりその理由を示

さなければならない。 

（委員の守秘義務等） 

第１２条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同

様とする。 

２ 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 委員としてふさわしくない行為をすること。 

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教的活動等に不当に利用すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、協議会又は対象学校の適正な運営に著しい支障を及ぼ

す言動をすること。 

（会長及び副会長） 

第１３条 協議会に会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

４ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務



  

を代理する。 

（会議の運営） 

第１４条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の議長は、出席した委員の互選により、その都度定める。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

５ 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見や助

言を聴くことができる。 

（会議の公開） 

第１５条 協議会の会議は、公開とする。 

２ 議長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、議決により秘密会と

することができる。 

３ 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命じることができる。 

（研修） 

第１６条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任、委員の役割及び責任等

について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。 

（協議会の適正な運営を確保するために必要な措置） 

第１７条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行うとともに、必要に

応じて助言又は指導を行うものとする。 

２ 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が

生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合においては、当該協議会の適正な運営

を確保するために必要な措置を講じるものとする。 

３  教育委員会及び校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報

の提供を行うものとする。 

（細目） 

第１８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 



令和４年度 第４回 河輪小学校運営協議会 会議録（要点記録） 

 

 

１ 開 催 日 時  令和５年 ２月 ２２日（火） １４時００分から１６時００分まで 

２ 開 催 場 所  河輪小学校 １階会議室 

３ 出 席 委 員  鈴木大介、渋谷德行、太田尚吾、藤田正治、藤田沙奈江、間宮年弘 

中村健二  

４ 欠 席 委 員  島津真理子 

５ オブザーバー  飯田一明（南陽協働センター所長）、袴田 伯領（河輪地区主任児童委員） 

６ 学   校  太田賀子（校長）、宮崎正昭（教頭）、櫻井伸夫（教務主任）、 

鈴木江利子（ＣＳディレクター） 

７ 教育委員会   堀田 洋一（教育総務課） 

８ 傍 聴 者  なし 

９ 協 議 事 項   

（１）議長の選出について 

（２）学校関係者評価 

（３）学校運営協議会の自己評価 

（４）令和５年度の学校運営の基本方針 

（５）いじめ防止等のための基本的な方針について 

（６）夢育やらまいかCS加算分の報告 

 

10 教育総務課より 

11 会議録作成者  ＣＳディレクター 鈴木江利子 

12 会 議 記 録 

  司会から、委員７人の出席があり、過半数に達しているため、会議が成立している旨の報告が

あった。 

   

 （１）議長の選出について 

司会が議長の選出について委員に意見を求めたところ、委員から会長を推挙する旨の発言があ

り、協議の結果、全員異議なくこれを承認した。 

 

 （２）学校関係者評価 （資料参照） 

・ №15 児童がよく分かっている。教員もそうだと思う。№３考えや思いを進んでみんなに

伝える。児童、教員が同じ考えだと分かる。（藤田正治委員） 

・ コロナ禍で少なくなっていたから、学校の様子を知るために保護者が学校へ来る機会を増

やしてほしい。（中村委員） 

・ １年生と６年生では考えが違うと思う。「学校が楽しい」とは、何が楽しいのか分かると良

い。課題設定は大丈夫だろうか。（袴田委員） 

・ 「キャリアパスポート」というものがあり、活用している。協働的学びを進めている。タ



ブレット活用により、教員もファシリテーション能力向上を目指している。児童はキーボ

ードの能力向上を目指して練習している。（校長） 

・ 子ども自身ができていると思っていることと、保護者の考えが違う。交通指導の際に、元

気がない子を見掛けるので心配していたが、アンケートでは学校に楽しく来ることができ

ているようなので安心した。参観会の際にはタブレットが活用されていて、DIYや映像作

家など自分の夢に向かって、職種やどういう方法で働くことができるかなど、自分で調べ

ている様子が見られた。辛く思っている子がいない、いじめのない学校を願っている。（藤

田佐奈江委員） 

  ・ №4と№14の「いいえ」、を０にしていきたいと思う。子供たちの夢について、例えば医者

になりたいという目標をもったとする。「病気の人を助けたい」と思ってのことかと思うが、 

    医者以外の道がある、めあてが毎日書き取りを１ページ書くという手立てになってしまっ

ている。めあては漢字が得意になること。漢字が得意になるためにはいろいろな方法があ

ると思う。（間宮委員） 

  ・ 目的と手段があるが、「手段」が優先されてしまうので、訓練が必要。いじめについては、

少数でも掘り下げて対応したいことだと思う。（渋谷委員） 

・ 児童・保護者・教員が同じ意識で良いと思う。P９、№４「子供たちの生きる力を育成して

いきたい」とあるが、「たくましく生きる」とした方が良いと思う。（鈴木会長） 

  

（３）学校運営協議会の自己評価 （資料参照） 

 ・ 地元の学校として魅力づくりを願っている。（藤田正治委員） 

・ この１２年間で児童が減少し、従来のPTA活動が困難になっている。地域の人を巻き込ん

で河輪小の伝統を守ってほしい。（太田委員） 

・ コミュニティ・スクールの取組として、教員の助けになれば良いが、教員の困り感が見え

てこない。困っていることはないのだろうか。依頼があれば対応していきたい。（中村委員） 

・ 来年度は１５０周年ということなのでバックアップしたい。（袴田委員） 

・ 保護者と会話することがあるが、保護者は協力したいという気持ちはあるが仕事をしてい

るため時間がない。平日は時間的余裕があって子供たちと対応できる方、地域にキャリア

のある方が多いので協力してもらわないともったいないと思う。（藤田佐奈江委員） 

・ 子供たちが自分の力で取り組むことも必要だと思う。女子バスケットの町田るい選手が、

「努力の先に花が咲く。」報われないことが多いが努力を続けると言っている。教育は将来

の自分のためだと思う。（間宮委員） 

・ 児童は「キャリアパスポート」を使うことで意識が日常化している。静岡ブルーレブスの

選手にタグラグビーを教えてもらった時は、「夢はひとつじゃない。そのために多くの努力

をした。」スズキACの選手は、「練習は厳しい。しかし練習後の達成感は何とも言えない。」

と子供たちに話をした。地域の声楽家の方にも専門家として教えてもらった。（校長） 

・ 教員は忙しいと思うが、夏休みなど長期休業期間にはどういうことをするのか。充電期間

として有意義な研修をしたら良いと思う。（渋谷委員） 

 

 



（４）令和５年度の学校運営の基本方針 （資料参照） 

・ 令和５年度は新３年生が２学級になるので、学級環境の変化に合わせられるよう指導して

いきたい。「学校に楽しく通う」ように何が楽しいのか言える、そうでない子が少しでもい

たら対応していきたいと思う。（校長） 

・ 5 に「知」とあるが、「知る」ことか「知恵」か。知識取得というが、「知識」現行は協働

的に話し合って新しい知識を生み出すことだと思う。（渋谷委員） 

・ （５）いじめ防止等のための基本的な方針について 

（５）いじめ防止等のための基本的な方針について （資料参照） 

    来年度に熟議を行う予定 

 

（６）夢育やらまいかCS加算分の報告 （資料参照） 

   ※委員全員の承認を得た。 

 

（７）教育総務課より 

   本年度は学校運営協議会が発足して１年目だということだが、委員の方々の建設的な意見・

取組が素晴らしいので、今後も御協力をお願いしたい。 

   

その他報告事項等 

  ・次回会議は、令和５年 ５月１１日（木）１４：００～１６：００１階会議室で開催する旨

の報告があった。 

  ・令和５年度年間行事予定は２月終わりか３月始めに、さくら連絡網で配信する。 

 

 

 

 

 



令和４年度 浜松市立河輪小学校 第３回学校運営協議会後の自己評価 

 

＜評価項目１＞ 学校運営の基本方針について熟議することができたか。 

 

 

＜評価項目２＞ 学校運営に資する活動について熟議を進めることができたか。 

 

 

 

 

・ 議長として委員同士の信頼性を深め、学校運営に積極的に参画し、地域との橋渡しを行

うことに努めた。 
・ 会議を通じて運営基本方針について理解を深めることができました。 
・ CS の意義を理解し、それについて熟議する課題が見えてきたことの確認ができたと思い  

 ます。 
・ 校長からの説明の中で学校運営の強化となるよう熟議し、参画できたと思います。 
・ 学校、家庭、地域の連携、協働の方向性を共有できた。 
・ 学校運営の基本方針について理解し、校長の勧めている考え方がよく分かりました。 
・ 私は、令和４年６月１日から学校運営協議会委員に任命されましたので、４月１５日の 

熟議には、残念ながら参加することができませんでした。 
・ 十分できたと思います。 
・ 子供を通わせていながら知らないこともたくさんあると気づきました。改めて考える、

調べるなど、知っておかないと意見を言うにも難しくて協議会でのお話は勉強になりまし

た。 

・ 地域・保護者とともに、学校運営（サツマイモ植え、クラブ活動）などに必要な支援に

ついて積極的に協議を進めることができた。 
・ 各学年・各活動については様々資料・活動写真等を通じて熟議を深めることができたと

思います。 
・ 校長から説明していただく中で必要な地域、学校の協働活動のつながりを熟議すること

ができました。 
・ 学校運営に必要な支援について協議することができた。 
・ 校長の画工経営の中で「育てたい力」を説明していただき、委員で熟議することができ

ました。 
・ 熟議について各自意見を出し合い、いろいろな見方ができたと思う。 
・ 運営委員が経験豊富を持ち合わせている。意見が出ることが多ければ、運営に役立つと

思います。 
・ 河輪小学校では、以前より学校運営に資する活動が充実しており、保護者の「読み聞か

せ」「ミシン」ボランティアや地域の「朝の見守り」「農場」ボランティア、企業の「地震・

津波への対応」「地域学習」ボランティアなどが円滑に行われている。これらをさらに充実・

発展させるために各委員が意見を出し合い、熟議を進めることができました。 
・ 十分に議論することはできたが、今回の内容が最優先の議題かといえば、その他にもい

ろいろあると思いました。 
・ ボランティアや地域のお手伝いしてくださる方々、こんなにたくさんの人たちが学校や

子供たちのために動いてくださっているんだなと実感しました。ただ通わせている親の立

場になっていたと反省するばかりです。 



＜評価項目３＞ 今年度の取組の評価を踏まえた来年度の目標（取組の重点） 

 

 

・ 学校運営・行事の円滑化に努めた。 
・ 令和４年度の継続をもとに、児童の安全（校内、通学）も進めたい。 
・ 地域（地元）の交流を深めて広く子供たちの健全・安全な見守り及び健やかな環境育成

に貢献していきたい。（小学校は地域の中心地） 
・ 地元小学校の特色あるイメージアップは地元住民にとっても大変喜ばしことであり、貢

献できることには積極的に参加していきます。 
・ 来年度は保護者の皆さんと「運営協議会」「小学校応援団」との連携、協働の熟議ができ

るとうれしいです。 
・ キャリア教育で豊かな教育活動の熟議を希望します。 
・ 運営組織は現在の人選は継続で良いと思います。 
・ 目標と進め方も継続した方がよい。 
・ 朝活について生活習慣として定着させるようにして運動能力の向上、読書週間の定着、

教師の負担が多くなりそうだが、工夫ができないか。 
・ 今年度はコロナ禍のために、授業や行事などの参観があまりできなくて子供たちの実態

が十分につかめないという問題がありました。来年度は授業を始め、運動会や音楽会など

も参観させていただき、より深く河輪小の子供たちの実態を理解して学校運営に資する熟

議につなげたいと思います。 
・ コミュニティ・スクールで本来取り組みたい内容や先生方が困っていることについて議

論するべきでは？ 
・ 地域、保護者が協力できることを具体的に考えたい。 
・ 来年度は本部役員を降りるので委員もぬけますが、継続して子供たちや学校・地域との

より良い関係について考えてお手伝いできればいいなと思います。 





令和４年度 学校の教育活動への支援一覧  
学年等 教科等 実施月 内   容 

１ 
生活科 １２月 アサガオリースづくり補助 

下校支援 ４月 集団下校補助 

２ 
生活科 ７月 野菜栽培活動補助 

生活科 １２月 お店探検活動補助 

３ 
社会科 １０月 農業見学２回 

総合 ３月 座禅体験 

４ 
国語 ３月 ウナギの稚魚についての講話 

総合 １月 パンジー苗植え 

５ 

総合 ６月 河輪の昔講話 

家庭科 １１月 ミシン補助 

総合 ３月 河輪環境宣言 

６ 家庭科 
１月 ミシン補助 

２月 歌唱指導 講話 

学校 

図書 通年 本の読み聞かせ 図書室整備 

クラブ活動 通年（５回） クラブ活動講師（茶道 折り紙） 

河輪っ子農園 通年 タマネギ、サツマイモの苗植え、収穫 

通学路をきれいにする会 通年 

苗植え、種まき ３年 

サツマイモほり ３年 

コスモス摘み １年 

菜の花摘み １年、６年 

・天竜川・県排をきれいに

する会 

５月 

１１月 

天竜川クリーン作戦２年 

天竜川クリーン作戦５年 

交通ボランティア 通年 児童登校の見守り 

川や湖をきれいにする市

民会議 

１０月 

１２月 

２月 

サツキマスの放流 ５年 

アマゴの里親 ５年 

アマゴの放流 ５年 

☆３月１日 ６年生を送る会の中でボランティアさんに感謝する会を開催 

 



令和５年度 学校の教育活動への支援要望一覧  
学年等 教科等 実施予定月 内   容 

１ 

生活科 １２月 アサガオリースづくり補助 

   

下校支援 ４月 集団下校補助 

生活科 1 月 昔の遊び 

   

   

２ 

生活科 ４月～７月 野菜栽培活動補助 

生活科 １２月 お店探検活動補助 

   

   

   

３ 

総合  座禅体験 

社会科 ５～６月 学区探検活動補助 

総合 ９月～１０月 農業見学 

社会科 ９月～１０月 工場見学 

社会科  お店見学（スーパー、コンビニ） 

国語  書初め指導補助 

   

４ 

国語 ３月 ウナギの稚魚についての講話 

総合 １月 パンジー苗植え 

音楽  市音研歌唱指導（３、４年生） 

総合  点字等体験 

   

   

５ 

総合 ６月 河輪の昔講話 

家庭科 
 ミシン補助 

 調理実習補助 

総合 ３月 河輪環境宣言 

   

   

６ 

家庭科 
 ミシン補助 

 調理実習補助 

音楽  卒業式歌唱指導  

総合  河輪小版生き方授業 

   

   



学校 

図書 通年 本の読み聞かせ 図書室整備 

クラブ活動 通年（５回） クラブ活動講師（茶道 折り紙） 

河輪っ子農園 通年 タマネギ、サツマイモの苗植え、収穫 

通学路をきれいにする会 通年 

苗植え、種まき ３年 

サツマイモほり ３年 

コスモス摘み １年 

菜の花摘み １年、６年 

・天竜川・県排をきれいに

する会 

５月 

１１月 

天竜川クリーン作戦２年 

天竜川クリーン作戦５年 

交通ボランティア 通年 児童登校の見守り 

川や湖をきれいにする市

民会議 

１０月 

１２月 

２月 

サツキマスの放流 ５年 

アマゴの里親 ５年 

アマゴの放流 ５年 

 


